
  

生駒市入札監視委員会運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、生駒市入札監視委員会条例（以下「条例」という。）第１

０条に基づき、生駒市入札監視委員会（以下「委員会」という。）の運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（会議） 

第２条 条例第１条に規定する「市が発注する建設工事及び業務」とは、建設工

事（建設工事の要素を有する業務委託も含む。）並びに測量業務、建設コンサ

ルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築物の設計等の

業務とする。ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の２第１号の規定に基づく随意契約は除くものとする。 

２ 条例第２条第１号の事務に係る委員会の会議（以下、「会議」という。）は、

原則として６ヶ月に１回、１月及び７月に開催するものとし、調査審議対象期

間は会議の開催月の前々月以前の６ヶ月間とする。 

３ 条例第２条第２号の事務に係る委員会（以下、「再苦情処理会議」という。）、

及び市長が求めた場合は、必要に応じ開催する。 

４ 条例第２条第１号に定める会議は、次の各号に定めるものを提出して行うも

のとする。 

（１）発注工事等総括表（様式第１号） 

（２）発注工事等に係る契約方式別一覧表（様式第２号） 

（３）入札参加停止措置の運用状況一覧表（様式第３号） 

（４）報告対象期間に寄せられた談合情報に係る対応状況に関する資料 

（５）発注工事等に係る契約方式別一覧表（様式第２号）から委員会が抽出した事案に

ついての抽出事案説明書（様式第４号） 

（会議の調査審議の対象となる事案の抽出） 



  

第３条 前条第４項第５号に定める会議の審議の対象となる事案の抽出は、発注

工事等に係る契約方式別一覧表の中から、次の各号に示す方法により行うもの

とする。 

（１）委員会は、前号第４項第５号の抽出に関する事務を、あらかじめ指定した

委員（以下「当番委員」という。）に委任することができる。また、当該当

番委員は、会議において自らの行った抽出結果の報告を行う。 

（２）当番委員は、委員の氏名の五十音順で輪番制とし、委員長が会議において

次回の当番委員を指名する。 

（３）抽出は、入札・契約方式別に、無作為の方法によって原則として１件以上

合計で５件以内とし、会議開催の２週間前までに行うものとする。 

 

（抽出事案の審議） 

第４条 市長は、抽出された事案について、抽出事案説明書（様式第４号）に従

って説明を行い、これら一般競争入札における入札参加資格の設定、指名競争

入札における指名業者及び随意契約における契約の相手方の選定の妥当性に

ついて、委員による審議を行うものとする。 

 （意見の具申又は勧告） 

第５条 委員会は、条例第２条第１号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象案件

に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な

範囲内で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。 

２ 委員会は、意見の具申又は勧告を行うに当たり必要があると認めたときは、関係す

る職員の出席を求め説明や資料の提供を受けることができる。 

３ 委員会は、意見の具申又は勧告を行った場合は、その内容を公表するものとする。

ただし、生駒市情報公開条例（平成９年１２月生駒市条例第２６号）第６条各号に規

定する情報が含まれるものは、この限りでない。 



  

（再苦情処理） 

第６条 委員会は、条例第２条第２号の事務に関し、市長から調査審議の依頼が

あったときは、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠

くと認め、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。  

２ 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告す

る。 

３ 前項の報告は、再苦情の申立があった日から概ね５０日以内に行わなければならな

い。 

４ 第１項に規定する再苦情申立ての却下について、次の各号に掲げる事由に該

当する場合は、委員会の意見を聴かずに、市長において却下することができる。 

（１）申立期間を徒過したもの 

（２）苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの 

（３）苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの 

５ 市長は、前項の規定により再苦情申立てを却下した場合は、次の会議におい

て報告しなければならない。 

（審議過程の透明性の確保） 

第７条 委員会の概要の公表は、生駒市入札監視委員会議事概要書（様式第５号）

によって行う。ただし、公表に先立ち各委員の確認を得るものとする。 

２ 委員会は、自由な審議を確保するため非公開とする。 

３ 委員会終了後、報道機関から要請があった場合、委員長は概要説明を行うこ

とができる。 

 

附 則 

 この要領は、平成２４年１０月９日から施行する。 

附 則 



  

 この要領は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年６月１日から施行する。 

 

 



  

様式第１号 

発注工事等総括表 

 
                                                 （期間     年  月  日～  月  日） 
 

入   札   方   式 件      数 備         考 

 ・総契約件数 

 

 （内訳） 

 

 ① 一般競争入札 

 

 

 

 ② 指名競争入札 

 

 

 

 ③  随意契約 

  

※地方自治法施行令第167条の２第１号の規定に基づく随意契約を除く。 



  

様式第２号 

発注工事等に係る契約方式別一覧表 

 

（一般競争方式）                                 （期間     年  月  日～  月  日） 
 

契 約 件 名 開札日 予定価格  最低制限価格 契 約 金 額 工種等  落札率 備考 

   月  日 （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）  %  

 
 
（指名競争方式）                                 （期間     年  月  日～  月  日） 
 

契 約 件 名 開札日 予定価格  最低制限価格 契 約 金 額 工種等  落札率 備考 

   月  日 （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）  %  

 

 
（随意契約方式）                                  （期間     年  月  日～  月  日） 
 

契  約  件  名 契約日 予定価格  契 約 金 額 工種等  備  考 

   月  日 （単位：千円） （単位：千円）   

 

※地方自治法施行令第167条の２第１号の規定に基づく随意契約を除く。 



  

様式第３号 

入札参加停止措置の運用状況一覧表 
 
                          （期間     年  月  日～    年  月  日） 
 

業 者 名 所 在 地 入札参加停止期間 入札参加停止の理由 

       年  月  日～    年  月  日 

                 （    カ月） 

 

 



  

様式第４号                      年  月  日 開催  № 
 

抽 出 事 案 説 明 書 

  入札方式   ①一般競争入札  ②指名競争入札  ③随意契約 

事   項 ① ② ③ 説       明 

 契約件名 ○ ○ ○  

概 

 

要 

予定価格 

 

○ ○ ○ 

 

設計金額  

最低制限価格  

契約金額  

契約者名  

 
入札参加資格 ○ － － 

  

 ランク － ○ － 

 随意契約理由 － － ○ 

 対象業者数及び 

参加業者数 
○ － －  

 指名業者数 － ○ － 

 見積徴集業者数 － － ○ 

入札参加資格の 
設定理由 

○ － － 

  

指名理由 － ○ － 

契約の相手方を決定 

した理由 
－ － ○ 

備 考 ○ ○ ○ 
 

 
 

※ ：入札方式欄は、該当する入札方式に○印をすること 
※※：入札方式に対応する事項について説明を記載すること 



  

様式第５号 
    年度 第  回 生駒市入札監視委員会議事概要書 

 

 

 開 催 日 及 び 場 所 

   年  月  日（  ） 

 出 席 委 員 

  委 員 長 

  委員長代理 

  委   員 

審 議 対 象 期 間   年  月  日 ～   年  月  日 

 抽 出 案 件   総件数   件  （備考） 

 一 般 競 争 入 札                件 

 指 名 競 争 入 札                件 

 随 意 契 約                件 

 委員からの意見・質 

 問、それに対する回 

 答等 

   意 見 ・ 質 問      回     答 

  

 委員会による意見具 

 申又は勧告の内容 

 



  

別紙 
 

質        問 回           答 

  

 


